
 

 

 

東京都船形学園 

 

Ⅰ 入所児童の状況 

令和６年３月１日現在、３５人の児童が当学園で生活している。 

全入所児童のうち被虐待を主訴とする児童が３２人、主訴ではないが明らかに被

虐待体験を有する児童を含めると３３人となり、９４．３％を占める。精神疾患や

発達障害で医療ケアを要する児童が約２８．６％を占める。児童の年齢構成は、小

学生４０％、中学生３１．４％、高校生２８．６％となり、中高生の割合が６０％

となっている。 

また、保護者等に施設名を秘匿にしている児童が４８．６％を占めている。 

発達障害や知的な問題を抱える児童が増えており、各学校の特別支援学級の中で

多くを当園の児童が占めている状況である。また、地域の学校の規模縮小に伴い、

小中学校の全児童、生徒の中で当園の児童が占める割合が年々上がってきている現

状である。 

 

Ⅱ 事業展開の総括 

１ 専門的支援の充実強化 

（１）近隣市の総合病院小児科医師によるスーパーバイズを３回実施し、医学的見

地からの支援方法のみならず、座談会形式にて子どもが健全に育つために大切

な視点等を踏まえ、支援上の悩みや問題意識を共有し、解決につながる助言を

受けた。また、実情を踏まえた各種研修に加え、オンラインを活用した研修に

職員が参加し支援力の向上を図った。 

（２）心理面接は、対象児童２５人に対し、延べ３７６回実施した。 

（３）ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）の学習会は、大人向けを１回、児

童向けは小学校低学年、中学生を対象に各２回（連続する２日間）実施した。 

（４）東京都福祉局子供・子育て支援部の権利擁護担当者による子どもを対象とし

た「権利ノート」の説明会を開催するとともに、安心して相談できる窓口があ

ること等、周知啓発を図った。また、「日々の支援の振り返り学習」と称し、

過去のヒヤリハット事例を基に「子どもの権利保障や不利益」に着目した職員

向け学習会を開催した。 

（５）学校との定期的な連絡会（中学校１０回・小学校５回）を開催するととも

に、児童相談所、医療機関からの助言をもとに関係者が各児童に対する支援に

ついて検討を行い支援の充実に努めた。 

２ 学習指導、進路指導の充実 

高校３年生５人の進路は、進学１人と就職３人、就労支援１人であった。 
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また、中学３年生については４人とも園からの高校進学となった。年間をとお

して取り組んできた各横割り活動での進路指導や、通塾等の学力向上の取組が成

果としてつながった。 

  

１ 利用者・児童の権利擁護及び最善のサービスの提供 

（１）アクションⅠ－① 権利擁護（虐待防止等）の徹底 

月１回朝礼時に「養護理念」の読み合わせを行い、園の理念について職員の意

識醸成を図った。 

また、「船形学園虐待防止規定」の実践を徹底し、虐待防止に対する意識を高め

るとともに、ｅ－ラーニング型の虐待防止（総論）研修や過去事例を通した注意

喚起等の実施、職員アンケートの結果を踏まえた意見交換を行うことにより、権

利擁護（虐待防止等）の徹底に努めた。 

重大事故ゼロ運動としては、職員が支援をした内容に自信が持てないとき、適

切でない対応をしたと思われるときでも、正直に報告、相談できるよう職員同士

がより気軽に話ができる機会を設けるとともに、職員間のコミュニケーションに

ついて、各チームで現状把握（アンケート）、共有（ディスカッション）を行い、

実践後のアンケート調査を実施するなど、施設全体の風通しを良くし、職員同士

の信頼関係を強くするような雰囲気作りに努めた。 

児童に対しては、権利侵害防止の啓発活動として「権利ノート」の所持確認や

東京都福祉局子供・子育て支援部の権利擁護担当者による説明会を実施した。 

 

事 項 計画 実施回数等 内容・協力機関等 

研修・権利擁護

委員会 
年１０回 年１３回 

職員資質向上に向けて

の研修及び児童の権利

に関する検討を行う。 

権利擁護・虐待

防止に関する研

修受講率 

１００％ 

（全職員実施） 

１００％ 

（全職員実施） 

園で実施する権利擁護

や虐待防止に関する研

修に加えて、事業団共

通の虐待防止研修（ｅ

ーラーニング型）も実

施 
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（２）アクションⅠ－② 利用者・児童等からの要望や苦情への適切な対応 

ア 福祉サービス第三者評価の活用 

 

令和４年度の更なる改善が望まれる点 

（ア）重要課題として継続的に取り組んでいる業務改善により生まれる時間の

使い方について、優先順位や必要な条件整備を検討し明確化するとよい 

（イ）子どもの意向を聴き、自立支援計画を立てていることの理解が進むよ

う、子ども自身が要望・目標など確認できるよう工夫するとよい 

（ウ）新入・転入職員にも共通の認識を持って支援できる体制をさらに整える

とよい 

令和４年度の指摘を受け、令和５年度は以下の取組を行った。 

（ア）業務改善によって生み出された時間について、少しでも子どもと関われるよ

う、会議の場等、職員の意識の醸成を促した。 

   また、業務改善ＰＴを立ち上げ、重点課題である「買物の頻度の減少」に向

けて、特に通販の活用の早期実現に向けて検討を行った。次年度の実現を目指

して、引き続き取り組んでいく。 

（イ）令和５年度より、ツール（様式）を使用し、児童と職員が一緒に作成するこ

とで、児童の要望・目標などの確認に努めた。 

（ウ）園運営の手引きとなる各種マニュアル等について、都度見直し・修正を行

い、修正を行った場合は、その都度周知し、共通認識を持って支援できる体制

の構築に努めた。 

 

また、令和５年度も福祉サービス第三者評価を受審し、評価項目における標準

項目の達成率１００％を達成した。 

事 項 （評価項目における標準項目の達成率） 

第三者評価結果 計画１００％ 実績１００％ 

 

イ 苦情解決制度の充実 

  連絡会議と相談コーナーは計画どおり開催し、情報を共有したほか、相談員

が寮で児童と夕食を共にする懇談の機会を設けることができた。 

苦情受付箱への投函は１件であった。 

第三者委員（人数・属性等） 計画回数 実施回数 

３人（弁護士、地域関係者、主任児

童委員） 

連絡会議８回 連絡会議８回 

相談コーナー３回 相談コーナー３回 

児童懇談会５回 児童懇談会４回 
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ウ 利用者満足度調査の実施 

「学園生活満足度」「児童同士及び職員からの権利侵害」をテーマにアンケー

トを行い、児童の意見や要望を把握し、実現を目指して検討を行った。 

小学生会・中学生会の横割り活動を通じて、児童が主体となって要望をまと

めるなど、意見を表明する機会を設け、より良い支援となるよう努めた。 

実施内容（テーマ） 実施時期 

学園生活満足度、児童同士及び職員からの権利侵害 １～２月 

  

（３）アクションⅠ－③ リスク管理の推進 

ア 個人情報保護、情報セキュリティ対策の徹底 

個人情報の保護や情報セキュリティ対策に関しては、保管方法や施錠状態を

確認するとともに、事業団の研修に職員悉皆で取り組んだ。また、個人情報保

護、情報セキュリティの強化を月間目標に定め、毎日の朝礼時に読み合わせを

行い、全職員が意識の向上を図れるよう、対策の徹底に努めた。 

 

イ リスクマネジメントの徹底 

児童の安全で安心な生活の実現に向けて、園内一斉安全点検を毎月実施し

た。夏休み前には水の事故等に備え、消防署員を講師に、２回に分けて救急救

命講習会を実施した。 

令和５年度のヒヤリハット報告の傾向は、「公金、鍵、個人情報の管理」「服

薬関係」「子どもの行動」の順で多かった。ヒヤリハット報告は毎月の寮代表者

会議の場で報告し、その後に行われるチーム会議（職員会議）の場で全職員に

対して共有を図った。また、報告書の簡易化や電子化を通じて、ヒヤリハット

報告件数の大幅増加を実現し、寮代表者会議や事故防止委員会等で検証し、事

故防止に努めた。 

事 項 計 画 実施回数 内容・協力機関等 

事故防止委員会  ３回 ３回 
事故事例検討、対応策・

予防策の検討 

園内一斉安全点検 １２回 １２回 
チェックリストにより園

内の安全点検 

救急救命講習会 １回 １回 
派遣講師によるＡＥＤ操

作等講習会 

 

ウ 感染症対策、新型コロナウイルス感染症対策の徹底 

入所児童、職員の健康観察を毎日実施するなど、体調管理に十分な注意を払

うとともに、手洗い・うがい、咳エチケット等の感染予防対策の徹底を図っ

た。 
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事 項 実施回数等 内容・協力機関等 

衛生点検 年３回 感染症予防、食中毒防止 

感染症等予防 適宜 

園負担による職員へのインフルエンザ予防接

種の実施、新入職員への予防接種状況の確認

と不足分のワクチン接種、看護師による感染

症予防対策や勉強会の実施、「ほけんだよ

り」による情報提供や投薬など医療全般に対

する指導の徹底 

 

（４）アクションⅠ－④ 利用者・児童の人生の選択肢を広げる支援 

ア 家族再統合及び自立に向けた取組強化 

児童相談所と連携し、学校の夏季、冬季休業時の帰省など、親子再統合の取

組（家族復帰支援プログラム）を実施した。 

 

＊ 家族再統合 

 計 画 実 績 

親子宿泊 

延１２泊 延４泊 

対象児童６人 
１人 

／対象児童２人 

保護者との面会 

延７６回 延９８回 

対象児童１９人 
１７人 

／対象児童２０人 

保護者との外泊 － 

延２６８泊 

４人 

／対象児童５人 

社会的自立を目指す児童については、自活訓練や職場体験、資格取得、アルバ

イト等の勤労体験をさせるとともに、卒園に向けたオリエンテーションを実施し

た。学習会については、通塾を促すことにより、学習の場を提供することとし

た。 

 

＊ 自立に向けた支援 

 計 画 実 績 

学習会等実施回数 
延２４回 ０回 

中１～２年生１１人 ０人 
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 計 画 実 績 

学習塾通塾児童数 

１１人 ５人 

対象児童３２人 

（小学校５年生以上） 

対象児童３０人 

（小学校５年生以上） 

自活訓練等実施回数 
延７７日 延７７日 

対象児童１１人（高校生） 対象児童１１人（高校生） 

 

＊ 児童の進路決定率 

進路決定率 

（進路先内訳） 

１００％（高校３年生の児童数５人） 

（進路先：就職、進学、その他） 

 

イ アフターケアの充実 

退所した児童については、電話や来所時の激励、助言等の支援を延べ２３８

回実施した。 

また、卒園生連絡用スマートフォンを導入しＳＮＳを活用した相談体制を整

え、計画的なアフターケアを実施するとともに、卒園生からの相談を随時に受

け、課題を抱える卒園生には役所の申請に付き添う等の個別の対応を行った。 

  

＊退所児童のアフターケア 

（対象児童：自立児童退所後１０年、家庭復帰児童退所後５年） 

 計 画 実 績 

実施人数 
３２人 

／対象児童４５人 

３１人 

／対象児童５３人 

退所児童のうち、親等の連絡拒否、

児童の行方不明等により実施が困難

な児童数 

１３人 １８人 

 

 

２ 支援技術の蓄積及びそれを活かした高度なケアの提供 

（１）アクションⅡ－① 高い専門性を発揮できる職員の育成 及び  

   アクションⅡ－④ 質の高い人材の確保・定着 

ア 質の高い人材確保・定着対策の充実

人材確保について、事業団事務局が実施する人材確保の取組に積極的に取り

組んだ。また、施設見学について、依頼があった際はその都度施設見学の日程

調整を行い、実施した。 
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イ ＯＪＴ推進体制の強化 

前期、後期終了時に新任育成担当者（チューター）と新任職員が面談をし、

課題や達成目標の共有を行った。関わる先輩職員も新任職員に対して丁寧に育

成を行っていく一方、仕事以外でも様々なことに対して話をしたり、悩みを聞

くなどして、意欲をもって２年目に取り組めるよう働きかけを行った。 

さらに、チーム力の向上やセキュリティの強化等をテーマに月間強化目標を

定め、職員として基本である重要な事項に重点的に取り組んだ。 

 

ウ 計画的・効果的な研修の実施 

専門的支援が必要な児童に対応するため、非常勤職員を含めた全職員を対象

とした研修を実施し、技術の習得、知識や情報の共有化を図り、高い専門性や

スキルを備えた職員の育成に努めるとともに、育成記録の質の向上にも寄与し

た。 

研修内容（テーマ） 参加人数 実施時期 

次世代職員育成研修 ３人 
４月４日・５日、９月１５

日 

養護課題研修（職場内） １６人 ２月 

施設視察 中野区児童相談所 ８人  ２月 

事業団スーパーバイズ研修 延１０人 ７月・９月・１１月 

ＣＡＰ研修 １２人 ７月 

外部医師によるスーパーバイズ研修 延５６人 １２月・１月・３月 

 

エ 外部専門家、外部医師等との連携 

年間をとおしてＯＢ職員によるスーパーバイズ研修を行い、養護施設職員の

基本となる理念や関わり方などを学び資質向上に努めた。また、新たに近隣市

の総合病院小児科医師による研修機会を設け、子どもが健全に育つために大切

な支援を踏まえ、支援上の悩みや問題意識を共有し、解決につながる助言を受

けた。 

また、嘱託医往診時の児童への迅速な治療や衛生に関する指導や、医師によ

る定期巡回相談の場を設け、職員の資質向上に努めた。 

  

（２）アクションⅡ－② 東京の福祉の増進に寄与する先駆的取組の推進  

ア 特別な支援が必要な児童の受入れ 

令和６年度に予定されている児童寮工事を踏まえつつ、虐待による様々な症

状を持つ児童、情緒・行動上の課題を抱える高齢児等、特別な支援が必要な児

童を受け入れた。 
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    また、高齢児が、将来の社会的自立を見据え、その特性に応じた支援を受け

られるよう、支援体制のあり方を検討した。 

 

  ＜参 考 令和６年３月１日現在＞ 

中学生・高校生の人数（割合） 全３５人中２１人、６０．０％ 

定期的に通院する児童の人数（割合） 全３５人中２９人、８２．９％ 

 

＜参 考 令和５年６月１日現在＞ 

服薬管理が必要な児童の人数（割合） 全３９人中２２人、５６．４％ 

  

イ 専門的な支援の充実  

児童の自立支援計画は、前・後期にケースヒアリングを実施するとともに、

新規入所児童については、入所１か月後に専門職や児童相談所からは担当福祉

司・心理司も加わり専門的見地からの所見を得た上で自立支援計画表を策定し

た。 

自立支援計画策定後は、児童個々の要望や課題への取り組み、家族との調整

など計画に沿った支援を行い、社会的経験の積み重ねを通じて自主性や自信回

復を促進した。 

また、虐待の影響や愛着、発達などの課題を抱える児童について、心理職員

による個別面接や医療機関の利用等により、心理的ケアや医療的ケアを行っ

た。年齢や個々の特性等に応じた性教育の推進やＣＡＰ（子供への暴力防止プ

ログラム）等により自他を大切にする生き方を学ばせ、健全育成を推進した。 

さらに、被虐待児や発達障害、高齢児童が増えていることを踏まえ、児童相

談所、学校、医療機関等関係機関と連携を図りながら専門的な支援の充実に努

めた。 

項 目 計 画 実 績 

心理面接の実施 

延４３２人 

（全４４人中３０人、 

６８．２％） 

延３７６人 

（全３５人中２５人、 

７１．４％） 

性教育の実施 全児童対象 随時 児童２７人 

ＣＡＰ（子どもへ

の暴力防止プログ

ラム） 

 年３回 

年５回 

（職員１回、高校生２回、

小学生低学年２回） 
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ウ 家庭的な寮運営 

児童にとって将来持つ家庭のモデルとなりえる寮運営の実現を目指し、それ

を月間強化目標に定め、園全体で家庭的な寮運営に取り組み、児童、職員とが

一体となって家庭的雰囲気で円滑な運営を行った。 

土曜日・日曜日の朝食を各室で調理するほか、食料を児童と職員で購入して

寮で調理する自主調理や調理員が寮に出向いて出張調理を行い、より家庭的な

寮運営に努めた。 

 

  ＊ 自主調理・出張調理 

 計 画 実 績 

自主調理 ２４回 ２４回 各室４回×６室 

出張調理 １８回 １８回 各室３回×６室 

    

  ＜参 考 令和６年３月１日現在＞ 

入所児童に占める個室利用児童の人数

（割合） 
全３５中２１人、６０．０％ 

 

（３）アクションⅡ－③ 先進的取組等により蓄積してきた支援技術を他団体へ普及   

次世代を担う人材を育てていくこと等を目的に、実習生や見学の受入れを積極

的に行った。また、受け入れた実習生を対象に、心理職員、看護師、栄養士のオ

リエンテーションを希望制で実施し、カリキュラムの充実を図った。 

さらに、「児童の性的言動に対する対応」について実習初日に実施することによ

り、施設で蓄積されたノウハウの普及及び将来の福祉人材の育成に努めた。 

事 項 延計画人数 延実績人数 

保育士等実習生の受入れ ３０８人 ２１６人 

施設見学・研修の受入れ ３０人 ２５人 

    

３ 施設機能を活用した地域等との連携 

（１）アクションⅢ－② 地域における子育て家庭等を支援 

ＣＡＰ（子供への暴力防止プログラム）大人向けワークショップについて、近

隣施設に参加を募り、開催した。 

内 容 対象者 利用者数 

園が開催する研修やＣＡＰ大人向

けワークショップなどへの学校近

隣施設・地域から参加 

学校及び近隣養護施設 
園内１４名 

近隣施設２名 
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（２）アクションⅢ－③ 地域が求める役割を担い、地域と協働（コミュニティづく

りや災害対応等）   

ア 地域における公益的な取組 

    令和５年度は新型コロナウイルス感染症等の感染対策により、具体的な活動

に取り組めなかった。今後は地域の実情やニーズを把握し、地域で生活する住

民等を支援するための取組を検討していく。 

 

イ 多様な主体との連携 

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、活動休止していたボランティ

ア募集を再開するも、実績はなかった。今後、多様な連携方法を模索してい

く。 

ボランティア 
領域 ０領域 

内 容 遊び・行事手伝い等 
延人数 ０人 

 

ウ 地域との連携・協力関係の強化 

地域最大の行事である船形地区祭礼は、令和５年度は７月２９日、３０日で

開催され参加した。地域への施設開放は、新型コロナウイルス感染症等の感染

対策のため行わなかった。今後の動向をみながら、開放時期を検討していく。 

 

内 容 対象者 実施回数・参加者数等 

施設開放 

（体育館・

グランド） 

空手教室 ＳＫＣ武心館  － 

バドミントン オレンジフレマーズ － 

地区総会 堂の下区住民 － 

ふれあい祭 地域住民 １０１名 

 

また、年間を通して小・中学校と連携し、校外指導等の協力及び地域と一体

の安全対策を推進するとともに学校との連携についても連絡会等を行った。。 

 

中学校連絡会・連絡協議会 ９回 

小学校連絡会・連絡協議会  ５回 

 

エ 災害・防犯対策の取組強化 

計画的に実施するとともに、事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく参集訓練等の

初動体制確保のための訓練を事業団合同防災訓練の中で実施した。 

また、東京都福祉局から災害用備蓄品の提供を受けたほか、災害用マンホー

ルトイレを購入し、災害の備えを強化した。 
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事 項 計 画 実施回数等 内容・協力機関等 

防災訓練 １２回 １２回 地震・火災発生、通報避難訓練 

緊急参集訓練 １回 １回 Ｗｅｂ１７１による緊急連絡 

 

４ 運営体制の強化及び経営の透明性確保 

（１）アクションⅣ－② 自律的な経営実現のための自主財源の確保 

業務の見直し、節電等省エネへの取組や契約内容の精査など効率的な施設経営

に努めた。 

 

（２）アクションⅣ－③ＩＣＴや次世代介護機器を活用した働きやすい職場環境の整 

備 

ＩＣＴを積極的に活用し、職員間で情報共有することで、業務の効率化や負担

軽減を図り、働きやすい職場環境の整備を促進した。 

また、５つのレス（はんこレス、ＦＡＸレス、ペーパーレス、キャッシュレス、

タッチレス）の取組を着実に進め、職員の業務負担の軽減を図った。 

 

（３）アクションⅣ－④ 魅力とやりがいにあふれる職場環境の実現 

チーム力強化を月間強化目標に定め、重点的に取組むことにより、情報共有の

重要性の理解や、コミュニケーションの活性化を図り、園としての支援力の向上

と職場環境の改善に努めた。また、１人の職員が責任を抱え込むことをなくすた

め、児童に対する支援は組織として決定した「児童自立支援計画表」に基づいて

行うことを徹底し、支援は施設全体で行っているという意識の強化に努めた。 

支援した内容に自信が持てないとき、好ましくない対応をしたと思われる時で

も正直に報告・相談ができるよう職員同士がもっと気楽に話ができる機会を設け

など、施設全体の風通しを良くし、職員同士の信頼関係を強くするような雰囲気

作りに努めた。 

 

（４）アクションⅣ－⑤ コンプライアンスの推進 

コンプライアンス研修を通じて、職員にコンプライアンス意識の浸透を図った。 

コンプライアンス研修受講率 １００％ 
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